
【事業の経緯】                 別添資料 1

道建-2  -般県道奥ノ平時津線(時津工区)事業の経緯

審議経過
再評価
の理由

工 期 事業費
B/C 概要

着エ 完了 (億円)

当初 ‖26 H32 89.0 1.40
延長=3.4km
幅員=7.0(10.5)m

第1回審議
(H30年度)

事業採択後
5年経過

H26 H34 133.0 1.24
延長=3.4km
幅員=7.0(10.5)m



再評価結果 (平成 30年度事業継続箇所)

担  当  詞と 長崎振興局 道路建設課

担 当 :平

事業名 地域高規格道路 営震審道路

一般県道羮テ学癬繰線 (時津工区)

事業

区分 地方適

事業

主体 長崎県

起終点 自:雲蒔照船 都琴陣軒暫笠再 至:要蒔粟船 都訴諄軒尋笛補 延長 3. 4 km

事業概票  i一般県道奥ノ平時津線 (時津工区)は、時津町中心部を通過する交通を分散することで、慢性

的な交通混雑を緩和するものである。また、「西彼杵道路」の一部を形成し、地域間の交流促進や産業振興 日

観光振興の活性化に寄与するものである。

H26年 度事業化 H25都 市計画決定 H27年 度用地着手 H27年度工事着手

全体事業費 約 133億円 進捗率 約 31% km

計画交通量 13, 100台 /日  (H42)
費用対効果
分析結果

l事業全体)

俄事業)

1.24

2.02

(残手栗)/(手素全体)

73/118億円
事 業 費:72/117億円
維持管理費:0,79/0,79億円

[ ]醐 1胡〕平成 30年

析の結果
B/件 1.23～ 1.25(交通量 ±10%)【残事業】B/C=2.00～ 2.03(交通量 ±10%)

(全体事業)について を実施

B/C=1.97～ 2.08(事業期間±1年事業期間変動 :B/C=1,19～ 1,30(事業期間±2年 )

業費変動  :B/C=1,14～ 1.39(事業費 ±10%) B/C=1.84～ 2.24(事業費 ±10%)

・長崎市と佐世保市とのアクセス性の向上 (地域間の連絡時間短縮による産業振興及び緊急医療の支援)

日都市内ネットワークの形成 (時津町内の慢性的な交通渋滞の緩和による産業振興 口物流活動等の活性化)

日緊急 B災害時への対応 (津波浸水区域の回避に伴う緊急医療の支援)

関係する地方公共団体等の意見

「時津町」 口「西彼杵道路 日長崎南北幹線道路建設促進期成会」より整備促進の要望が行なわれている。

23日 に供用。′る

用地取得率約89%、 事業進捗率約 31076(平成30年 3月 末時点)

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し琴

は約90%と進捗が図れており、引き続き用地・工事の進捗を図り、早期供用を目指す。

つ による工事の遅れが課題。

ン の

対応方針 i事業継続

合、事業継続が妥当と判断される。し
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※ 総費用と総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



位置図

平成30年度
長崎県公共事業評価監視委員会

再評価対象事業

道建-2道路改築事業
一般県道奥ノ平時津線

(時津工区)
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事業概要
◆事業の目的

一般県道奥ノ平時津線「時津工区」は、長崎市と佐世保市を¬時間以内で結ぶことを目指して

整備している域高規格道路「西彼杵道路」の一部であり、時津町中心部の渋滞を緩和する事業。

回〔主要渋滞箇所

標準断面図

・時津町中心部の回道は慢性的な交通混雑が発生しており、左底交差点等で頻繁に渋滞が発生。
日一般県道奥ノ平時津線を整備することにより、交通の分散を図り、交通混雑を緩和・解消 し、

安全かつ円滑な交通の確保を図る。

□:主要渋滞箇所
交通量の推移

①地点
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【整備状況】

・ H26年度事業化

・ H29年度末まで

進捗率 306,る (事業費ペース)

投資額 407億 円/133億 円

‐

事業の必要性 (交通混雑の緩和・解消)

336

159
213

1 01

交差点の混雑状況

〔在底交差点付近】 【8寺津翻交差点付近〕



事業の必要性 (津波浸水想定区域の回避)

・時津町交差点付近は「大村 田諌早北西付近断層帯」が起因する地震津波による浸水が想定
されることから、現道は災害時の緊急輸送道路としての役割を果たせない。

・一般県道奥ノ平時津線を整備することにより、現道の機能を補完、代替し、安全かつ円滑
な自動車交通の確保に寄与する。

大村湾

圭

【凡柳l〕

E50m激ヽ Om未満
囲 20m以上-5.Om未満
囲 lom以上-211m未浦
□ 03m以上-10m未満
■ 03m未満
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漫水深lm)

●:切土法画工①
●:跨道橋③

資料 :長崎県津波濃水題定 (第 2椒 )

【事業費増】89億円(前回)→ 133億円(今回)

＼ 大村湾

時津町交差点付近

津波浸水想定区域

再評価に至つた理由 (1)

(仮称

留塁 トンネル (仮 称

(仮 称

事業資増の内容 増額 主な増額理由

①土質等の相速に伴う増 約85億円
1

2
)切上部の上資が悪かったことから法画対策工を追加
)支持地盤が想定より深かつたため場所打ち杭の追加や橋台位置を変更

②施エエ法の見直しによる増 約295億 円
1)ト ンネル施工に当たり、土質が悪かつたため、掘削パターンを変更し、補助工法やインバー トを追加
2)現地状況及び工事工程を検討した結果、各工事用道路を追加

③その他の増 約60億 円
1

2
)

)

関係機関および地元との協議の結果、機能復旧のための隣道橋を追加
辞細な測量設計及び関係機関との協議結果、現道交通状況等を勘案し、仮設迂回路を追加

計 約440億 円
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再評価に至つた理由 (1)
①土質等の相違に伴う増

・地質調査の結果、切上部の上質が悪かつたため、法面対策工を追加

(仮称)左底高架橘

支持層が深かつたためPl橋脚の

現場打ち杭を追加

(仮称)野田高架橋

支持層が深かつたためAl
活台の現場打ち杭を追加

八留璽下N No.6.7号法面エ

直線すべりrr 0 81

定希地鶴

讐 ■抄、強嵐化岩

(仮称)野田高集積

支持層が深かつたため芍0.5m以上の根入れを
確保した場所にA2精台位置を移動し橋長を延長

+ア ンカー

:121∫

8号法面エ
6号法面工 法枠エ

+鉄筋挿入工+ア ンカーエ 法面面積

鎗 め

7号法面工

法枠工+鉄筋挿入工+ア ンカ

法面面積 :609 5m2
鉄塔位置

7

①土質の相違に伴う増
・地買調査の結果、支持地盤が想定よりも深かつたため、場所打ち杭の追加や橋台位置を変更し橋長を延長

再評価に至つた理由 (1)
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再評価に至つた理由 (1)
②掘削方法の変更等トンネル事業費の増
日(仮称)久留里トンネルにおいて、当初想定との上資の相違に伴い、掘削パターンを変更
また、補助工法およびインバートを追加
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0当

DⅢ―a 軟

鋼製支保エ

充壇式フォアポーリング

長さ 301
延長方向 16n間隔
周方向  06m間 隔

再評価に至つた理由 (1)

CⅡ 硬
錮製支保エ

鋼製支保エ

鋼製支保エ

地 山 掘削パターシ

硬 B

ロ CI

CE

ロックポル ト 墜
長さ 41肺
延長方向 10m間隔
周方向  12m間隔

DI

ロックポル ト 墜
長さ 40m
延長方向 10m間隔

周方向  12m間隔

軟 DI

イ ン′`― 卜 (追 加 )庁几口却 D tt a

CⅡ ―
i 硬

DI 軟

インバー ト (追加)

ロックボル ト 匹杢
長さ 30n
延長方向
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12m間 隔

15m間 隔

O変更

ロックボル ト 墜
長さ 3師

向方

向

長

方

亜

周
12m間 隔

15m間 隔



再評価に至つた理由 (1)
②施エエ法の見直しにより、平事用道路を追加

コ当初計画の工事用道路は、道路本線部または、既存の

道路を利用して施工を予定していたが、地元住民との協

議胴整により、大型構造物である トンネル ロ精梁下部エ

施工のために必要な工事用道路を追加

架橋

留里

(仮称)久留里 トンネルエ事用道路

Iヽ

再評価に至つた理由 (1)
③その他の増
日関係機関及び地元との協議の結果、周辺の利用状況等から生活道路の機能復旧道路として、跨道橋を追加。
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再評価に至つた理由 (1)

交差点新設

臨港道路

③その他の増
.詳細な河量設計及び関係機関協議の結果、交通状況等を勘案し、現道交通の安全な通行を確保するため迂回路を追加。

【完了工期】H32(新規事業採択時)→ H34(変更)

◆完了工期の延伸
・各種対策工事の追加に伴う事業量の増加

井手園交差点付近 現況の縦断勾配は急勾配

交差点を新設するため、緩勾昏3区 間が必要

仮設迂回路を設置

一

と

「
√

平日:10,846台 /1跡側29霞湾)

休日: 9,302台 /1 2Кl129霞潤)
現況道路との高低差が大きく、交通量も
多いため、現道だけの工事は困難

交度点新設

再評価に至つた理由 (2)

14



費用対効果分析

【B/C】 lB 4(新規事業採択時)→ lE 24(今 )

〔マイナス要因〕
・事業費の増 (上質の相違に伴う工法の変更等)

・工期の延長 (各種対策工事の追加に伴う事業量の増加等)

〔プラス要因〕
・交通量の増加 (時津町の埋立開発に伴う)

・ ′lヽ型 貨 物 車 の 原 単 位 の 変 更  (平成30年2月 の費用便益分析マニュアル改定に伴う)

対応方針

(原案)

15

ロ

事業継続



【事業の経緯】

道維-8  街路事業 西高田線の経緯

別添資料 1

審議経過
再評価
の理由

工 期 事業費
B/C 概要

着エ 完了 (億円)

当初 H15 H21 41.3 1.82 道路1.27km

第1回審議
(H24)

事業採択後
10年経過

H15 H31 46.0 1.93 適路1.27km

第2回審議
(H29)

再評価後
5年経過

H15 H31 46,0 1.93 道路1.27km

第3回審議
(H30:今 回)

再評価
後変更

H15 H38 43.0 1.52
日路線の見直しによる計画の変更
道路1.33km



再評価結果 (平成30年度事業継続箇所)

担 当 課 :長与町 都市計画課

担当課長名 :日 名子 達也

長与町
事業名

長崎都市計画道路事業 3・ 5B411西高田線
1, 3 3km起終点 自:整蕗驚皆摂杵難望彗鮮濯堂魂寧舗  至:貿諾照皆摂特蔀堅彗鮮雷由魂華筒薦

事業概要  i 延長  L=1,330m、 幅員 W=14m
B道路築造 L=1,330m、 橋梁 N=1橋

H17年度用地着手 H23年度工事着手H15年度事業化 都市計画決定 あり

全体事業費 43.0億 62 % 0. 6 4km

計画交通量 7,200台 /日  (H42)
費用対効果
分析結果 1.52

5.10(残事業)

総貫用 ll残事業)/1事業全体l

[尋
持きと言
・
li4,11彗]P]

走行時間短縮便益:69.37/69.37億 円
走行費用減少便益:2.23/2.23億円

平成 30年
-1

I.

54/70.54億 円

事業費変動  :B/C=1.39～ 1.67(事業費 ±10%)

事業期間変動 :B/併 1.50～ 1.53(事業期間±1年 )

B/C=4.73～ 5.53(事業費
B/C=5.05～ 5.15(事業期間

:B/併1.37～ 1.67(交通量 ±10%)【残事業】B/C=4.59～ 5.61(交通量 齢
鰯
年

＋
一
＋
一
＋
一

業について感度分析を実施

・榎の鼻橋付近の連続交差点は、長与町で最も交通が集中する箇所であり、道路混雑が著しく中心市街地の活動に支障をきたしている。本絹

の整備により、町中心部の通過交通の排除と都市計画道路 高田線 ((主 )長崎多良見線)の渋滞解消並びに適正な市街地形成が図られる。

に、早期整備が求められている。の の田

事業再評価監視委員会の意見

事業採択時より再評価実施までの周辺環境索1ヒ等 __    :
本路線の一部 (640m)を 含む、榎の鼻土地区画整理事業 (洋22ha) が平成29年5月 に完成。

事業の進 の

を継続して行い、平成 38年度の事業完成を目指す。
73.0%と 進捗しており、今年度も29 は62.8%で 、

し の し

本路線と他幹線道路の接続について、当初本路線終点部において接続を想定していた構想路線の事業化見通しが立つていないことから、

終点部の見直しが必要となり、県道との接続位置および」R長崎旧線との交差方法について再検討をおこなつてきたが、関係機関との協議

調整に不測の期間を要したため、接続位置および交差方法変更に関係する区間の用地補償交渉に着手できなかつた。今後は、

機関との協力体制のもと、引き続き事業の進捗を図り、平成 38年度の事業完成を目指す。
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※ 総費用と総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



平成30年度
長崎県公共事業評価監視委員会

再評価対象事業

道維二8 街路事業
′西高田線

長与町
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(事業概要)

延長 L=1,330m
幅員 (供用区間)W

(変更区間)W
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事業概要

事業の必要性

| ザ

3

現況写真
１

／

号た.・
嚇水

色

挙ラッグストアモリ 】
も
購
寧
局

。イオン

|〔 ■

ユit(手 |;

:riェ ミ1:li,

/

ゝξtt t挙
=:

i寺馬
'数

跡

0長ヽ中

揮φ鼻土地区日豊理事業
キ 長も小

Φ
C晨与町役場

/ふ
オ ~

……………………登でH空
篭 こ十八

縫
:「 ||

i:il F:|:'J

田 JII I

erや与筆,こ('

良見線

4

250mの区間に3つの交差点

な渋滞の発生

大橋町擦

●エレチ



再評価に至つた理由 (1)

【完了工期】H31(前 )→ H38(変更)ロ

変更① JRとの変建位置並びに変建方法変更
:主な理由

「長与町道路網マスタープラン(H7.3月 策定)より抜粋」 5

再評価に至つた理由 (1)

【完了工期】H31(前 )→ 虹過(変更)

変更① JRとの交盤位置並びに交雄方法変更
:変更案

可 の 区域を

「 H30.5

ロ

「

6

西高田線より先線の

整備の見通しがたたない

終点部見直しの必要性

高田踏切の平面拡幅により

(都)高田線 ((主 )長崎多良見線)

へ接続

西高田線を延伸 し (約 2km)、
国適206号 (横尾入口交差点付近)

へ接続する構想

」 R 長崎旧線

(都)高田韓 (長博多良見機)

I I

圧riヨ 衰X革 黙露可盛域

:  :速 加区域

【事業延長】

(変更前 )

1,270m 吟
(変更後 (案 ))

1,330m



価に至つた
■

Ｅ

Ｅ

【完了工期】H31(前 )→ H38(変更)ロ

褒夏①…l JRとの交雄位置並びに交盤方法褒夏
:魔上した立体交建』イメージ

再評価に至つた理由 (1)

【完了工期】H31(前回)→ 旦過(変更 )

(都市計画決定変更(H30.5.8)の内容)

7

支線分岐 起点

回

■
劇

く都)西高田僚 計画変更回

L=690m L=640m

変更計画  (W=141■ ) llttt計 画 (ヽヽ.・ 17コけ

L」  既お,計区墳

「
~~轟

都市計画決定区筆

魏国顧 追加区黛

鹿止区重

暉

　

停
車
書

ｒ
一
停
】
帝

一

囲 歩お

中造

歩 H

長与交差点

高田踏切

榎の鼻橋

1長与

役場

8



再評価に至つた理由 (1)

【完了工期】H31(前回)→ 里過(変更)

変更① JRとの交盤位置並びに変整方法変更
:関係機関協H

協議状況

JR九対備長崎支社 長崎県警本部

H23. 3.18 H24.10.11

H23.12.13 H28. 8.10

H24. 4.26 H29. 4.21

H26.11.12 H29. 5.25

H28. 2.29 H29.10.26

H28.6.13(同 意書受領) H30.1.15(同 意暮受領 )

ロ

9

再評価に至つた理由 (2)

【事業費】46億円(前 )→ 43億円(変更)

都市計画決定の変更による事業費の減

①JR長崎旧線との交差位置並びに交差方法
の変更(立体交差 → 平面交差)

②幅員縮小(17m→ 14m)

立体交差に代わる代替案を複数示しながら協議した結果、
古 踏 枷 の 統 鱚 I 止ス軍 面 李 芸 室 にて同意を得る

立体交差から平面交差ヘ

の変更により道路線形が

大幅に変わる

↓
この間、変更対象区間の

用地・補償交渉が実施で
きなかつた

10



再評価に至つた理由 (2)

【事業費】46億円(前回)→ 43億円(変更)

主な事業費増減の内訳 (単位 :億円)

費目

用  地  費

物件移転補償費

工  事  費

測 量 試 験 費

合     計

前 回
(① )

14. 7

9日  3

19日 9

2珂  1

46日  0

変 更
(② )

11日

13日

15日

2B

43日

＞

４

１

１

４

０

減

①

　

口

Ｂ

Ｈ

日

■

一

３

４

４

０

３

増
②

一
　

　

一
　

　

一

く

３

４

８

５

０

11

費用対効果分析

【B/C】 lB93(前回)→ 1日52(現行)

〔マイナス要因〕
・工期延長(都市計画決定変更に不測の期間を要した)

(前 )H15～ H31(17年 )→ (変更)H15～ H38(24年 )

〔プラス要因〕
・事業費の減(立体交差→平面交差、幅員縮小)

)46億円 → (変更)43億円

ロ

ロ

対応方針

(原案)

見直し

継続

(前

12


